
照
葉
樹
の
森
イ
ベ
ン
ト
開
催

　
照
葉
樹
の
森
で
は
、
椎
茸
コ
マ
打

ち
体
験
や
自
然
を
満
喫
で
き
る
登
山

会
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
家

族
や
お
友
達
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

自
然
体
感
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ「
陣
ノ
岡

～
横
尾
岳
」　
３
月
22
日
日

※
参
加
費
、
応
募
期
間
な
ど
イ
ベ
ン

ト
の
詳
細
は
、
照
葉
樹
の
森
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
・
申
込
み

照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

き
も
つ
き
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
き
も
つ
き
会
は
、
家
族
に
精
神
障

害
者
を
持
っ
た
方
の
家
族
会
で
す
。

会
員
の
交
流
と
親
睦
及
び
地
域
で
普

通
の
生
活
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
人
々

に
精
神
障
害
者
の
こ
と
を
正
し
く
理

解
し
て
も
ら
い
、
偏
見
や
差
別
を
な

く
す
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
精
神
障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加

の
た
め
交
流
活
動

②
家
族
の
悩
み
と
不
安
解
消
の
た
め

に
学
習
会
を
開
催

③
精
神
障
害
者
に
対
す
る
理
解
と
普

及
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

④
社
会
復
帰
施
設
を
運
営
し
て
障
害

者
の
社
会
復
帰
支
援

お
知
ら
せ

　
す
べ
て
の
年
金
は
受
け
ら
れ
る
資

格
が
あ
っ
て
も
、
自
分
で
請
求
し
な

け
れ
ば
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
年
金
を

受
け
取
る
た
め
に
は「
年
金
請
求
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。
役
場
で
手
続

き
が
可
能
な
も
の
は
次
の
と
お
り

1「
老
齢
基
礎
年
金
」

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

（
保
険
料
免
除
期
間
等
を
含
む
）が
原

則
と
し
て
10
年
以
上
あ
る
方
が
65
歳

に
な
っ
て
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
。

2「
障
害
基
礎
年
金
」

国
民
年
金
加
入
中（
ま
た
は
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
60
歳
以

上
65
歳
未
満
で
国
内
在
住
中
）や
20

歳
前
の
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
、
障

害
等
級
表（
1
級
・
2
級
）に
定
め
る

障
害
に
な
っ
た
方
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

3「
遺
族
基
礎
年
金
」

国
民
年
金
加
入
中
ま
た
は
加
入
者

年金だより　

国民年金の請求手続き

住 民 税 務 課　☎ 0994-22-3039
住 民 生 活 課　☎ 0994-25-2511
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121

　
悩
み
な
ど
相
談
し
た
い
方
は
会
長

の
携
帯
へ
気
軽
に
電
話
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
き
も
つ
き
会
へ
の
加
入
希
望

の
方
も
い
つ
で
も
電
話
く
だ
さ
い
。

問
合
せ  

会
長
携
帯
（
ル
ピ
ナ
ス
会
）

☎
０
８
０
‐
６
４
３
７
‐
１
１
７
５

交
通
事
故
相
談
所
の
出
張
相
談

　

鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談
所
で

は
、
大
隅
地
域
振
興
局
に
お
い
て
定

期
的
な
出
張
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
３
月
15
日
か
ら
３
月
末
ま
で
の

相
談
は
下
記
の
と
お
り
実
施
す
る
予

定
で
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

●
日
時　
３
月
26
日
木
10
時
30
分
～

14
時
ま
で

（
相
談
受
付
は
13
時
30
分
ま
で
）

●
場
所　

 

大
隅
地
域
振
興
局
１
階

●
申
込
方
法　
事
前
予
約
を
優
先

ご
予
約
は
、
県
交
通
事
故
相
談
所
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
県

だ
っ
た
方
で
保
険
料
納
付
済
期
間
と

保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合
算
し
た

期
間
が
25
年
以
上
あ
る
方
が
亡
く

な
っ
た
と
き
、
そ
の
方
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た「
子
の
あ
る

妻
」、「
子
の
あ
る
夫
」
ま
た
は「
子
」

に
、
子
が
18
歳
に
達
す
る
年
度
末
に

な
る
ま
で（
1
級
・
2
級
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
の
場
合
は
20
歳
に
な

る
ま
で
）受
け
ら
れ
ま
す
。

4「
寡
婦
年
金
」

第
1
号
被
保
険
者
と
し
て
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期
間
を

合
わ
せ
て
10
年
以
上
あ
る
方
が
、
65

歳
前
に
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き

に
妻
が
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間
に

受
け
ら
れ
ま
す
。

5「
死
亡
一
時
金
」

第
1
号
被
保
険
者
と
し
て
、
国
民
年

金
保
険
料
を
36
月
以
上
納
め
て
い
る

方
が
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎

年
金
な
ど
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た

と
き
、
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺

族
が
受
け
ら
れ
る
一
時
金
で
す
。

6「
未
支
給
請
求
」

年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
死
亡
し
た

と
き
、
亡
く
な
っ
た
方
に
支
払
わ
れ

る
は
ず
の
年
金
が
残
っ
て
い
る
と
き

に
受
け
ら
れ
ま
す
。

不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
鹿

屋
年
金
事
務
所
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

☎
０
９
９-

42-

５
１
２
１

個人番号「通知カード」
廃止のお知らせ

　平成27年度から皆様に送付している
「通知カード」は、令和 2年 5月 25日
頃、廃止になります。廃止になりますと、
再発行や通知カードの追記（住所変更
等）などの手続きができなくなります。
住所変更等に伴う通知カードの追記を
希望される方は、通知カード廃止まで
に変更の手続きをお願いします。
　「通知カード」は公的身分証明書とし
て認められていません。「通知カー
ド」の廃止に伴いマイナンバー
カードを使ったサービスが増え
てきます。この機会に、身
分証明書として使える
マイナンバーカードを
作ってみませんか？

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（「
交
通
事
故
相
談
所
」
で
検
索
）

●
問
合
せ　

 

県
交
通
事
故
相
談
所

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
５
２
６

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方

に
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
う
ち
、

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
し
、
令
和
元

年
度
に
臨
時・特
別
の
措
置
と
し
て
、

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
額
は
１
７
，
５
０
０
円

●
支
給
対
象
者
は
、
次
の
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
方
と
な
り
ま
す
。　

 

・
令
和
元
年
11
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
る
父
ま
た
は
母

・
令
和
元
年
10
月
31
日
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
に
婚
姻
（
法
律
婚
）
を
し

た
こ
と
が
な
い
方

 

・
令
和
元
年
10
月
31
日
に
お
い
て
、

事
実
婚
を
し
て
い
な
い
方
ま
た
は
事

実
婚
の
相
手
方
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い
方　

●
申
請
期
間
や
支
給
時
期
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
ご
と
に
違
い
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
福
祉

担
当
窓
口
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ   

県
庁
子
ど
も
家
庭
課　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
６
６

健
康
増
進
法
の
改
正
に
つ
い
て

　
健
康
増
進
法
の
改
正
に
よ
り
、
昨

年
７
月
か
ら
学
校
・
病
院
・
行
政
機

関
等
は
原
則
敷
地
内
禁
煙
と
な
り
ま

し
た
。
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
以
外
で

は
、
喫
煙
禁
止
で
す
。
今
年
４
月
か

ら
は
、
飲
食
店
や
事
務
所
等
の
ほ
と

ん
ど
の
施
設
が
原
則
屋
内
禁
煙
と
な

り
ま
す
。
喫
煙
専
用
室
等
以
外
で

は
、
喫
煙
禁
止
で
す
。
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
の
防
止
を
図
る
た
め
、
喫
煙

禁
止
場
所
以
外
の
場
所
で
喫
煙
す
る

際
は
、
周
囲
の
状
況
に
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
問
合
せ　
県
庁
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
１
７

自
動
車
の
住
所
な
ど
の
変
更
手
続

　
引
越
し
や
結
婚
な
ど
で
住
所
や
氏

名
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
納
税
通
知

書
を
確
実
に
お
届
け
す
る
た
め
に
も

以
下
の
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
変
更
登
録　
必
要
書
類
に
つ
い
て

は
、
鹿
児
島
運
輸
支
局
又
は
奄
美
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
住
所
や
名
前
な
ど
の
変
更
届
出

鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課
へ

電
話
、
は
が
き
又
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
の
電
子
申
請
で
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
届
出
用
の
は
が
き
は
納

税
通
知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
ほ
か

県
の
各
地
域
振
興
局
・
支
庁
、
各
市

町
村
役
場
に
も
備
え
て
あ
り
ま
す
。

●
問
合
せ 

鹿
児
島
運
輸
支
局

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
８
９

相
続
手
続
き
を
応
援
し
ま
す

「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」

　
平
成
29
年
５
月
29
日
か
ら
全
国
の

法
務
局
で「
法
定
相
続
情
報
証
明
制

度
」を
開
始
し
ま
し
た
。
法
定
相
続

人
が
誰
で
あ
る
の
か
登
記
官
が
証
明

す
る
制
度
で
す
。
詳
細
は
法
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

不
明
な
点
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ 

鹿
児
島
地
方
法
務
局

☎
０
９
９
‐
２
５
９
‐
０
６
８
２

宝
山
プ
レ
ゼ
ン
ツ　
ち
び
っ
子
集
ま

れ
！
ク
ラ
シ
ッ
ク
っ
て
い
い
な
～

フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催

　
0
歳
児
か
ら
入
場
で
き
て
、
親
子

で
楽
し
め
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

●
日　
時　
令
和
2
年
5
月
16
日
土

午
後
2
時
開
演

●
場　
所　
宝
山
ホ
ー
ル

●
入
場
料　
全
席
自
由

大
人
１
，５
０
０
円

子
ど
も（
中
学
生
以
下
）７
５
０
円

親
子
ペ
ア
２
，０
０
０
円

●
出　

演　

福
冨
貴
子（
ソ
プ
ラ

ノ
）、
又
吉
秀
和（
バ
リ
ト
ン
）宝
山

室
内
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

●
問
合
せ　
宝
山
ホ
ー
ル

☎
０
９
９
‐
２
２
３
‐
４
２
２
１

外
国
人
材
を
雇
用
す
る
た
め
の
事
業

者
向
け
相
談
窓
口

　
県
内
事
業
者
を
対
象
に
外
国
人
材

の
雇
用
や
在
留
資
格
等
に
関
す
る
相

談
に
無
料
で
対
応
す
る
窓
口
を
実
施

し
ま
す
。
窓
口
で
は
制
度
や
実
務
に

精
通
し
た
行
政
書
士
が
相
談
に
対
応

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

今
回
は
、
窓
口
の
運
営
形
態
の
検
討

や
ニ
ー
ズ
把
握
等
の
た
め
に
、
試
行

的
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

●
日　
時　
令
和
2
年
2
月
及
び
3

月
の
第
2
・
第
4
水
曜
日

午
後
1
時
～
午
後
5
時

●
場　
所　
鹿
児
島
県
産
業
会
館

7
階
会
議
室

●
相
談
方
法　
面
談(

予
約
優
先)

問
合
せ　
外
国
人
材
受
入
活
躍
支
援
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
０
２
５　

自
衛
隊
員
の
募
集
に
つ
い
て

幹
部
候
補
生

●
受
付　
３
月
１
日
～
５
月
１
日

●
一
次
試
験　
５
月
９
日
・
10
日

●
二
次
試
験　
６
月
９
日
～
12
日

一
般
曹
候
補
生

●
受
付　
３
月
１
日
～
５
月
15
日

●
一
次
試
験　
５
月
23
日

●
二
次
試
験
６
月
24
日
～
29
日

自
衛
官
候
補
生

●
受
付　
年
間
通
じ
て
受
付
中

●
問
合
せ

自
衛
隊
鹿
児
島
地
方
協
力
本
部

鹿
屋
地
域
事
務
所

☎
０
９
９
４
‐
42
‐
４
３
８
６

旧
優
生
保
護
法
に
よ
る
優
生
手
術
を

受
け
た
方
へ

　
旧
優
生
保
護
法
一
時
金
支
給
法
が

施
行
さ
れ
、
旧
優
生
保
護
法
に
よ
る

優
生
手
術
な
ど
を
受
け
た
方
に
、
国

か
ら
一
時
金（
３
２
０
万
円
）
が
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
県

で
は
相
談
専
用
窓
口
を
設
置
。

●
問
合
せ　
県
庁
子
ど
も
家
庭
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
３
７
４

３
月
は
「
自
殺
対
策
強
化
月
間
」

　
就
職
や
転
勤
、
転
居
な
ど
、
生
活

環
境
が
大
き
く
変
動
す
る
時
期
で
、

自
殺
者
数
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
身
近
な
人
の
様
子
が
い
つ
も

と
違
っ
て
い
た
ら
、
さ
り
げ
な
く
声

を
か
け
、
心
配
し
て
い
る
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。
ひ

と
り
で
悩
ま
ず
、
周
囲
に
相
談
を
。

錦
江
町
で
毎
月
第
１
金
曜
に
開
催

「
い
の
ち
と
く
ら
し
の
巡
回
相
談
」

　
錦
江
町
で
は
毎
月
第
１
金
曜
日
、

13
時
か
ら
16
時
ま
で
役
場
本
庁
で

「
い
の
ち
と
く
ら
し
の
巡
回
相
談
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
情
報
は
広
報

き
ん
こ
う
に
毎
月
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ　
保
健
福
祉
課

☎
０
９
９
４
‐
22
‐
３
０
４
２

冬
季
の
省
エ
ネ
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

冬
季
の
エ
ア
コ
ン
設
定
温
度
は

20
℃
を
目
安
に
設
定
し
て
く
だ
さ

い
。
厚
手
の
カ
ー
テ
ン
を
使
用
す

る
、
冷
蔵
庫
に
物
を
詰
め
込
み
す
ぎ

な
い
、
テ
レ
ビ
を
見
な
い
と
き
は
消

す
な
ど
、
節
電
や
省
エ
ネ
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ　
住
民
税
務
課

☎
０
９
９
４
‐
22
‐
３
０
３
９

鹿児島県
最低賃金

時間額 効力発生日

790 円 令和元年10月３日

鹿屋労働基準監督署　☎ 0994-43-3385

鹿児島県下全ての労働者に適用されます。
ただし、別に定める特定（産業別）最低賃金の産業
に該当する場合は、当該最低賃金も適用されます。

最低賃金が改正されました
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